農業経営継承合意書（耕種・参考様式）
移譲希望者〇〇農場〇〇〇〇・〇〇〇〇夫妻「以下甲という」と継承希望者〇〇〇〇・〇〇〇〇
夫妻「以下乙という」は、甲が有する事業資産を次のとおり乙に継承する。
１．継承する資産の内容
１）有形資産　
（１）土地　（別紙一覧1）
（２）建物・施設　（別紙一覧２）
（３）機械（別紙一覧３）
（４）資材・飼料・小農具等　（別紙一覧５）
（５）住宅・宅地等　（別紙一覧６）
２）無形資産

技術、経営ノウハウ、人脈、地域活動及びつながり等
２．継承の時期と方法
　　甲は、令和〇年〇〇月〇〇日を以って経営を終了し、乙は令和〇年〇〇月〇〇日から経営を開
始するこことし、甲の事業資産を次のとおり取り扱う。
１）有形資産  
（１）土地

①　合理化事業対象地については、甲が(公財)北海道農業公社(以下「公社」という)へ売却
し、乙は公社より借り受け、契約期間満了後買い取る。
　　　　公社買取価格は、〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。
②  合理化事業対象以外の土地については、乙が甲より買い取る。

土地代金は、農業委員会評価額に則り　〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とするが、施設用地等に
　　　　関する分筆により、変動することがある。　　

　　　③　甲は、完全な所有権移転を行うために必要な、分筆登記及び抵当権・質権・先取特権・
　　　　賃貸権等の消滅を甲の負担により行わなければならない。

　　　④　所有権移転及び代金の支払については、公社の事業に則り取り進め、
乙は令和〇年〇〇月〇〇日までに完了しなければならない。
（２）施設・施設 
対象物件については、乙が甲より買い取る。
　　　　乙の買い取り価格は、〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(税別)とする。

（３）農業機械
①　乙が甲から継承する農業機械は、メンテナンスを含め、○○機械センターを窓口として
　取り進める。乙の買い取り価格は、〇,〇〇〇,〇〇〇円(税別)とする。
②　代金の支払いについては、令和〇年〇〇月〇〇日までに完了しなければならない。

　（４）その他物品
①　継承する小農具、資材等については、甲、乙と立会人の立ち会いのもと棚卸しを実施する。
　　　②　乙の買取価格は、〇〇〇,〇〇〇円(税別)とし、
　　　　代金の支払いは、令和〇年〇〇月〇〇日までに完了しなければならない。

１）無形資産
技術、経営ノウハウ、人脈、地域活動及びつながり等は、無償で引き継ぐ。
２）その他

（１）土地・家屋・償却(施設・機械)資産に係る税金は、基準日が1月1日のため、〇〇年度分
（１期～4期）は甲、〇〇年度からは乙とする。
（２）土地改良区賦課金等は前期分〇〇,〇〇〇円は甲が負担し、後期分〇〇,〇〇〇円は乙が負
担する。　　　　　　　　　　　　　　　

（３）○○交付金の受給については、立会人と相談の上、甲乙協議し決定する。
（４）乙が継承しない中古農機具等や施設周辺の不要品及びゴミについては、全て甲の責任で処
分する。
３．解約・変更
甲及び乙にやむを得ない事情が生じた場合、双方の書面による合意があれば、上記の契約を破
棄することが出来る。継承合意内容の変更せざるを得ない事情が発生した場合は、立会人と相談
の上、甲乙がその都度協議し決定する。本合意書に定めなき事項は、立会人と相談の上、甲乙協議し決定する。
上記の合意の証として証書３通を作成し、甲乙及び立会人署名捺印のうえ各自１通を保有するものとする。
令和〇〇年〇〇月〇〇日

甲　住　所　〇〇郡〇〇町〇〇
氏　名　〇　〇　〇　〇　　　　　　　　 　㊞
氏　名　〇　〇　〇　〇　　　　　　　　　 ㊞
乙　住　所  〇〇郡〇〇町〇〇
氏　名  〇　〇　〇　〇                   ㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　〇　〇　〇　〇                   ㊞

立会人　所　属　〇〇農協〇〇部
職・氏名　〇〇長　〇　〇　〇　〇           ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　※　立会人は、地域農業者又はJAの管理職(部長など)

